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パ ネ ル

離
・

分

別
」

の

施

策
が
、

山
田

奉

行
所
（
幕

府）
・

神

宮
側
・

朝

廷
側

（
勅
使
）

の

意

向
に

よ
り、

江

戸
初
期
〔
寛
文
期）

と

末
期

（

慶
応
期）

に

強
く
な
っ

た
。

　

明
治
維
新
に

お

け
る

神
仏
分

離
・

廃
仏
毀
釈
の

過
程
は、

王

政
復
古
・

神
仏
分
離
令
が

出
さ

れ

た

慶
応
四

年
三

月
を

契
機
と

し
、

同

年
七

月
設
置

の

度
会
府
に

よ
り
施

策
が

同
年
十
月

頃
か

ら

始
ま

り
、

二

年
三
、

四

月
ま

で

の

短

期
問
に

集
中
し

て

実
施
さ
れ
た

。

内
容
は、

（
一
）

離
檀
し
て

神
葬

祭
へ

の

改
宗
と

（

二
）

僧
侶
の

復
正
（
還
俗）

が
先

行
し

、

次
い

で
（
三
）

寺

院
の

廃

寺
、

整
理
が

行
わ

れ
、

明
治
二

年
三

月
時、

寺
院
数
二

五

九
の

う

ち
廃
寺
数
一

八

三

で
、

残
存
率
は

約
三

割、

（

四
）

仏
像
・

仏
具
・

仏
書
類

の

破
却
が

実
施
さ
れ

た
。

（
三
〉
（
四）
の

契
機
と
し
て

二

年
三

月
の

明
治
天

皇
神
宮
行

幸
・

参
拝
に

先
立
ち

、

同
年
二

月
、

度
会

府
は

御
通
輦
神
領
御

参
道
筋
寺
院

取
払
を

布
告
し
、

「

今
般
行

幸
参
拝
被
為

遊
候
二

付
、

神
領

中
参
道
二

有
之

候
仏
閣
仏
像
等
尽
取
払
可
申
」

こ

と

を

命
じ
た

。

　
推
進

者
は

度
会
府
で、

中
心

人
物
は

府
知

事
橋
本
実
梁、

判
事
元

田

直
、

書
記
・

神
祗
兼
市
政
曹
長

浦
田

長
民
ら
と

な
る

。

彼
ら
の

理
念
・

意

図
は

「

神
国
根
元
ノ

土

地
ナ

ル

故、

仏
法
ヲ

思
ミ

」 、

「

神
ノ

嫌
ヒ

給
フ

仏

事
ヲ

廃
止
セ

ン

ト

ス

ル

ハ

吉
事
」 、

「

仏
寺
ヲ

廃
止
セ

サ
レ

ハ

神
領
中
神
仏

混
淆
ノ

旧

弊
再
蔟
シ

テ

信
仏
ノ

徒
絶
ス

ヘ

カ
ラ

ス
、

然
レ

ハ

神
領
中
ニ

テ

ハ

敬
神
ヲ

専
ラ

ト

シ

テ

仏
法

禁
止
ス

ル

ヲ
政

事
ノ

第
「

ト
シ

テ

可
ナ

リ
」

と

し
、

ま
た

「

神
州
二

仏
法
ハ

無
用
之
長
物
二

候
（

中
略）

当
地
ハ

格
別

之

神
境
二

有
之
（
中
略）

此

節
断
然
　
勅
命
ヲ
以
テ

宮
川
内
廃
寺

被
　
仰

出
度
」

と

し
た

。

　
神
宮
で

は
、

仏

法
忌
避

・

神
仏
判
然
の

意
識
・

理

念
が

底
流
に

あ
っ

た

が
、

古

代
末
・

中
世
に

は

「

接

近
・

併
存
」

が

神
・

仏

双

方
か

ら

進
ん

だ
。

近
世
に

な

り

判
然
意

識
・

施

策
が

高
ま
り、

そ

し

て

維
新
に

際
し

て

中
央
の

施
策
に

応
じ
て

神
領
地
で

の

「

仏
法
忌
避

、

仏
寺
無
用
」

の

理

念

の

再
認
識
に

よ

り

神
仏

分
離
が
厳
し
く
実
施
さ

れ
た

。

一

方
、

僧
侶
の

神

前
参

拝
許
可
（

明
治
五

年
〉

に

よ
り

、

仏
法

・

仏
事
忌
避
の

理
念
が

曖
昧

と

な
っ

た

面
も
生
じ
た
と

い

え
る

。

近
世
に

お

け

る

神
仏
関
係

　

−
習
合
と

分

離

−

澤

博

勝

　

日

本
の

神

仏
関
係
の

歴
史
は
、

そ

の

習
合
の

側
面
は

お

も
に

古
代
・

中

世
の

問
題
と

し

て、

分
離
に

つ

い

て

は
幕
末
維
新
期
の

問
題
と

し
て、

そ

れ

ぞ

れ
別
々

に

論
じ
ら

れ

て

き

た
。

一

方、

近

世
に

関
し

て

は
、

わ

ず
か

に

神

仏
分

離
の

前
史
と

し

て

論
じ

ら

れ

る

の

み

で

あ
っ

た
。

こ

の

こ

と

は、

近
世
の

宗
教

史
研
究
そ

の

も
の

が
、

他
の

時
代
に

比
し
て

低

調
で

あ

っ

た

こ

と
と

表
裏
の

関
係
に

あ
る

。

し

か

し
近

年
、

近
世
国
家
論
や

社
会

論
と

も

結
台
す
る
か

た

ち

で
、

近
世
宗
教
史
研
究
が

盛
ん

に

行
わ
れ

る

よ

う
に

な

り、

仏
教
史
の

み

な

ら

ず
神
道
や

陰
陽
道
な
ど

の

歴
史

的
展
開
に

関
し

て

も
、

そ
の

詳
細
が

鮮
明
に

な

っ

て

き

た
。

次
の

段
階
と
し
て、

そ

れ
ら

諸
宗
教
の

関
係
性
を

明
ら

か

に

し
、

そ

の

歴
史
的
評
価
を
下
す
必
要

が

生
じ
て

い

る
。

　
こ

う
し

た

近
世
宗
教

史
研
究
の

進

展
の
一

方
で

、

他
分
野
の

研
究
者
に

も
大
き
な

影
響
力
を
持
つ

宗
教
思
想
史
研
究
が

従
前
の

思
想
分

析
を
展
開
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し

て

い

る

こ

と

も
あ
っ

て

か
、

い

ま
だ
近

世
の

神
仏
理

解
の

通
説
は

従
来

の

枠
組
み

を

大
き

く
超
え
る

も

の

に

は

な

っ

て

い

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

そ
の

た

め

こ

こ

で

は、

論
点
を

明
確
に

す
る

た

め

に
、

仮
説
的
に

日

本
近

世
の

神
仏

関
係
を

論
じ

る

に

際
し
て

の

三

つ

の

位
相
を

提
示
し

た

い
。

そ
の

う
え
で

、

そ
れ
ぞ
れ

の
レ

ベ

ル

の

違
い

を
認
識
す
る

こ

と

で
、

は

じ
め
て、

そ

の

統
合
（
ほ

神
仏
関
係
に

関
す
る

正

し

い

評
価
）

が

可
能

に

な
る

と

考
え

る
か

ら
で

あ
る

。

　

そ
の

三

つ

の

位
相
と
は、

 
幕
藩
権
力
に

よ
る

宗
教
統
制
 
専

業
思
想

家
（
儒
者、

国
学
者
・

神
道
家、

学

僧
な
ど

）

に

よ

る

神
仏
理

解
 
地
域

社
会
に

お

け

る

神
仏
信
仰

（

行
事）

で

あ
り、

そ

れ

ぞ

れ
の

位
相
の

特
徴

は

次
の

通

り
で

あ
る
。

 
で

は
、

国

家
権
力
が

否
定
し

た

宗
教
以

外
は

原

則
す
べ

て

公
認
さ

れ、

各

宗
教
（
教
団）

の

自
律
（
立
）

性
が
保

証
さ

れ

た
。

神
仏
関
係
に

お

け
る

習
合
・

分

離
は、

初
期
の

儒
者
大
名
と

幕
末
の

一

部
諸
藩
を

除
い

て

原

則
的
に

権
力
の

関
与
外
で

あ
っ

た
。

 
で

は
、

近

世

初
頭
か

ら

儒
・

神
な
ど
の

台
頭
に

よ
る

仏
教
の

相
対
的
地
位
低
下
や

神

道
説
の

体

系
化
に

と

も
な
う

神
仏
判
然
が

行
わ
れ、

そ
れ

に

対
置
あ
る
い

は

協
調
す
る

か

た
ち
で

の

仏
教
説
の

更

新
が

行
わ

れ
る

。

そ

の

大

前
提
に

は

天

皇
を

中
心
と

し

た

日

本
を

世
界
の

中
心
に

位

置
付
け

る
「

神
国
思

想
」

が

存
在
す
る
が
、

こ

の

思
想
は
、

元

来
日

本
仏
教
が

創
り
出
し
た
も

の

で
、

近

世
の

仏
教
教
団
も

否

定
す

る
こ

と
は

な
か

っ

た

（

三

教
一

致

論）
。

結
果
的
に、

 
の

公

権
力
の

姿
勢
と

現
実
社
会
に

お

け
る

圧
倒
的

仏

教
優
位
の

も
と
、

思
想

論
争
と

し

て

の

神
仏

分
離
が

実
体
と

し

て

の

分

離
に

繋
が
る

こ

と

は
、

寛
文
期
の

儒
者
大

名
に

よ

る
「

政
策
」

な

ど

を

除

き、

ご
く
わ

ず
か

で

あ
っ

た
。

 
で

は
、

基
本
的
に

近

世
を

通
じ

て

習
合

状
態
が

中
心
で

あ
っ

た
。

但
し
、

地
域
社
会
に

お

け
る

神
仏
争
論
が

分

離

の

前
提
状
況
を
生
み

出
す
こ

と

も
あ
っ

た
。

　
こ

の

三
つ

の

位
相
を

踏
ま

え

た
う
え
で、

特
に
、

 
の

「

思
想
」

と

 

の

「

状
態
」

の

関
係
を
認

識
す
る
こ

と

が
重
要
で、

そ
の

う
え
で、

 
の

国
家
政
策
の

議
論
も

含
み

こ

ん
だ

「

統
合
」

が
必
要
で

あ
る

。

　
こ

の

分

析
方

法
は

、

特
に

具
体
的
な

地
域
分
析
に

お

い

て

有
益
で

あ
る

と
考
え
る

。

パ

ネ
ル

で

は、

宝

暦
年
間
か

ら
明
治
初
年
に

か

け
て

断
続
的

に

生
じ
た

石
徹
白
神
仏
争
論
と

元
文
三

年
に

播
磨
崎
之

宮
で

起
き

た

神
体

争
論

を

暼
見
し

た
が
、

そ

れ
ぞ

れ

吉
田
家
や

本
願
寺
の

論
理

（

 
の

位

相
）

と

在
地
住

民
の

葬
式
や

祭

礼
に

直
結
す
る

問
題
（
 
の

位

相
）

が
交

差
し

た

と

こ

ろ
に

問
題
が

発
生

・

展
開
し

、

最
終
的
に

は

公
権

力
の

介
入

（

 
の

位
相）

で

決
着
し

て

い

る
。

と

も

に、

日

常
A
↓
争
論
（
世

俗
争

論
・

思
想
対
立

等）

↓
裁
許
〔
権
力
介
入
）

↓
判
然
↓
日
常
B
と
ま
と

め

る

こ

と

が

可
能
で

あ
ろ

う
。

す
な

わ
ち、

近

世
の

在
地

社
会
に

お

け
る

神

仏
関
係
は
、

こ

う
し
た

三

つ

の

位
相
そ
れ

ぞ
れ
が

関
わ
る

こ

と

で

新
た

な

か

た

ち

に

変
容
し

て

い

く
の

で

あ
る

。

但
し、

そ
の

変
容
は
必
ず
し

も

分

離
に

向
か

っ

て

直
線

的
に

進
ん

で

い

た

わ

け
で

は
な

い

と

い

う
こ

と

に

も

留
意
が

必
要
で

あ
ろ
う

。

 
の

あ
り
よ

う
如
何
に

よ

っ

て

は
、

明
治
政
府

の

最
終
的
介
入
ま

で

分
離
が

続
い

た

と

こ

ろ

の

ほ

う
が

む

し

ろ

多
か
っ

た

の

で

あ
る

。

な
お
、

こ

の

視

座
は

国
家
論
と

社
会
論
を

正
し

く

統
合
す
る

意
味
で

も

必
要
不
可
欠
な
も
の

と

考
え

る
。
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